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「
朝
臣
」
小
考

│
│
花
押
・
草
名
・
実
名
と
は
異
な
る
自
署
の
原
理
│
│

喜

多

泰

史

は
じ
め
に

自
署
研
究
の
歴
史
は
、
花
押
の
形
状
に
関
す
る
研
究
と
と
も
に

あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
花
押
・
草
名
・
実
名
の
使
い
分
け
方

を
正
面
か
ら
追
究
し
た
唯
一
の
研
究
が
、
上
島
有
氏
の
「
草
名
と

自
署
・
花
押
」
で
あ
る
（
１
）
。
こ
の
論
考
の
中
で
、
氏
は
署
名
方
法
に

関
す
る
二
つ
の
原
理
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
書
札
様
文

書
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
花
押
↓
草
名
↓
実
名
の
順
に
厚
礼

と
な
る
が
（
�
書
札
礼
の
原
理
）、
公
験
の
書
札
様
文
書
に
は
花

押
が
専
ら
使
用
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
�
公
験
の
原
理
）。

だ
が
、
本
稿
で
扱
う
「
朝
臣
」
と
い
う
署
名
方
法
は
、
自
ら
の

姓
（
か
ば
ね
）
を
以
て
署
す
る
点
に
お
い
て
、
自
ら
の
名
を
署
し

た
花
押
・
草
名
・
実
名
と
は
明
ら
か
に
性
格
が
異
な
る
。
ま
た
、

「
朝
臣
」
と
署
し
た
事
例
は
、
公
式
様
文
書
と
そ
の
系
譜
文
書
に

限
ら
れ
、
花
押
・
草
名
・
実
名
が
多
様
な
文
書
に
使
用
さ
れ
た
の

と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
朝
臣
」
の
特
殊
性
は
花

押
・
草
名
・
実
名
に
比
し
て
際
立
っ
て
お
り
、
そ
の
背
後
に
は
、

書
札
礼
の
原
理
や
公
験
の
原
理
と
は
異
な
る
別
の
原
理
が
存
在
す

る
と
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
「
朝
臣
」
と
署
し

た
自
署
の
用
例
を
網
羅
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
も
う
ひ
と
つ
の

自
署
原
理
の
解
明
を
目
的
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
特
殊
な
自
署
「
朝
臣
」
は
、
朝
臣
と
い
う
姓
の
特

質
上
、
五
位
以
上
の
公
家
が
署
名
し
た
文
書
に
お
い
て
見
か
け
る

機
会
が
多
い
。
だ
が
、
こ
の
「
朝
臣
」
に
関
す
る
専
論
は
皆
無
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
試
み
に
古
文
書
概
説
書
・
入
門
書
を
参
照
し
て

み
る
と
、
勝
峯
月
溪
氏
（
２
）
と
高
橋
正
彦
氏
（
３
）
が
こ
の
自
署
に
つ
い
て
解

説
を
加
え
て
い
る
。
ま
ず
勝
峯
氏
は
、「
署
名
に
就
い
て
は
、（
中

略
）、
文
書
の
大
部
分
は
書
記
が
書
き
、
名
字
の
み
を
各
自
が
書

「
朝
臣
」
小
考

一
（
二
七
七
）



く
の
で
あ
る
が
、
位
の
非
常
に
高
い
人
は
、
名
前
を
書
か
ず
、
姓
、

尸
の
み
を
署
す
る
事
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
其
の
場
合
に
は
朝
臣

等
の
尸
の
み
を
自
署
す
る
に
止
ま
る
。（
中
略
）、
又
餘
り
高
位
の

者
で
な
く
と
も
、「
朝
臣
」
と
の
み
自
署
し
た
」
例
が
あ
る
と
説

明
す
る
。
ま
た
高
橋
氏
は
、「
原
則
と
し
て
三
公
（
左
大
臣
・
右

大
臣
・
内
大
臣
）
以
上
の
者
が
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
身
分
の

低
い
官
吏
で
も
ま
ま
み
ら
れ
る
」
と
説
示
す
る
。

こ
の
両
氏
の
解
説
か
ら
察
す
る
に
、「
朝
臣
」
に
は
大
臣
以
上

の
上
流
廷
臣
が
用
い
る
「
朝
臣
」
と
、
下
級
官
人
が
用
い
る
「
朝

臣
」
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
を
知
り
う
る
（
後
述
す
る
が
、
下
級
官

人
と
は
、
主
に
弁
官
職
員
や
各
省
の
輔
の
こ
と
で
あ
る
。
以
下
、

中
・
下
流
廷
臣
と
表
現
す
る
）。
そ
し
て
両
氏
と
も
に
、「
朝
臣
」

は
原
則
と
し
て
上
流
廷
臣
の
署
名
方
法
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
見
解
に
は
一
つ
大
き
な
問
題
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
両
「
朝
臣
」
の
現
存
数
を
数
え
る
と
、
実
は
中
・
下
流
廷

臣
の
「
朝
臣
」
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
を
例
外
と
し
て
切
り
捨

て
る
こ
と
は
で
き
ず
、
両
「
朝
臣
」
を
相
対
化
し
て
捉
え
直
す
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
さ
ら
に
幾
つ
か
の
疑
問
が
出
て
く

る
。
つ
ま
り
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解

す
べ
き
か
。
ま
た
両
「
朝
臣
」
を
含
め
て
公
家
社
会
で
な
ぜ
「
朝

臣
」
が
使
用
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
両
解
説
で

は
十
分
な
答
え
を
得
ら
れ
な
い
。

な
お
、「
朝
臣
」
は
組
織
の
長
官
が
用
い
た
と
耳
に
す
る
こ
と

も
あ
る
が
、
こ
れ
も
適
切
な
説
明
と
は
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

組
織
の
長
官
で
あ
っ
て
も
花
押
・
草
名
・
実
名
を
用
い
る
こ
と
が

あ
り
、
長
官
の
自
署
と
「
朝
臣
」
と
の
間
に
必
要
十
分
条
件
の
関

係
は
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
公
家
社
会
で
な
ぜ
「
朝
臣
」
と
い
う
自
署
が
使
用
さ
れ

た
の
か
。
そ
し
て
上
手
く
噛
み
合
わ
な
い
両
「
朝
臣
」
を
繋
ぐ
共

通
の
淵
源
は
何
か
。
そ
れ
が
、
ま
さ
し
く
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た

い
も
う
ひ
と
つ
の
自
署
原
理
で
あ
る
。

第
一
章

上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」

本
章
で
は
、
上
流
廷
臣
が
用
い
た
「
朝
臣
」
に
つ
い
て
具
体
例

を
取
り
上
げ
、
そ
の
署
名
方
法
と
原
理
を
検
討
し
て
い
く
。

上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
を
見
る
機
会
が
多
い
文
書
の
一
つ
と
し

て
は
、
ま
ず
院
庁
発
給
文
書
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
「
朝

臣
」
を
使
用
し
た
最
も
古
い
実
例
は
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）

五
月
五
日
付
後
白
河
院
庁
下
文
で
あ
る
（
４
）
。
そ
の
文
書
の
署
名
者
二

九
名
の
う
ち
、
内
大
臣
で
あ
っ
た
藤
原
公
教
一
人
が
「
朝
臣
」
と

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

二
（
二
七
八
）



自
署
し
て
い
る
。

但
し
、
古
記
録
に
お
い
て
、
院
庁
発
給
文
書
で
「
朝
臣
」
と
自

署
し
た
例
は
そ
れ
よ
り
時
代
を
遡
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

【
史
料
一
】
『
台
記
』
仁
平
三
年
（
一
一
五
三
）
七
月
十
五
〜
十

九
日
条
（
十
六
日
条
を
除
く
（
５
）
）

十
五
日
、
壬
寅
、《
中
略
》、
入
夜
、
院
判
官
代
右
近
将
監
源

雅
亮
束帯
持
来
庁
下
文
二
通
一
通
、
可
検
注
熊
野
新
三
昧
堂
領
事
、

一
通
、
可
解
熊
野
先
達
神
人
等
職
事

、

勾
当
源
有
忠
衣冠
伝
取
持
来
、
欲
加
判
之
処
、
朝
臣
歟
、
草
名

歟
、
不
知
先
例
、
仍
今
夜
不
加
判
、
仰
後
日
可
持
来
之
由
、

返
給
了
、

十
七
日
、
甲
辰
、
主
典
代
佐
平
申
曰
、
不
知
旧
例
、
当
時
右

大
臣
為
美
福
門
院
別
当
、
加
朝
臣
者
、
即
示
雅
亮
曰
、
今
日

有
忌
凶会
、
明
日
可
持
来
者
依
初
度

避
日
忌
、

十
八
日
、
乙
巳
、
雅
亮
束帯
持
来
下
文
二
通
、
職
事
経
憲
衣冠
伝

取
持
来
、
取
其
一
通
、
加
朝
臣
正
文
一
通
、

案
文
一
通

、
一
通
不
可
朝
臣

返
給
、
仰
曰
、
解
神
人
職
之
文
、
初
度
有
忌
、
明
日
可
加
朝

臣
也
後
々
不
可

避
日
忌

、
故（
師
通
）

後
二
條
殿
及
左
大
臣
俊房
為
院
別
当
之
時
、

加
署
之
、
庁
下
文
尋
院
庁
之
処
、
皆
以
紛
失
云
々
、

十
九
日
、
丙
午
、《
中
略
》、
入
夜
、
雅
亮
束帯
持
来
庁
下
文
、

有
忠
衣冠
伝
取
持
来
、
加
朝
臣
返
給
、

こ
の
史
料
は
、
勝
峯
氏
が
既
に
着
目
し
て
い
る
記
事
だ
が
、『
台

記
』
の
記
主
で
あ
る
左
大
臣
藤
原
頼
長
が
院
別
当
で
あ
っ
た
時
、

院
庁
下
文
に
署
名
を
求
め
ら
れ
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
彼
は
当
年

の
五
月
末
に
院
別
当
に
就
任
し
た
ば
か
り
で
あ
り
（
６
）
、
こ
の
時
「
朝

臣
」
で
自
署
す
べ
き
か
、
草
名
で
自
署
す
べ
き
か
、
先
例
を
知
ら

な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
こ
で
後
日
改
め
て
持
参
す
る
よ
う
返
答
し

て
い
る
。
そ
の
後
、
頼
長
は
後
二
条
師
通
や
源
俊
房
が
院
別
当
で

あ
っ
た
時
の
先
例
を
院
庁
に
尋
ね
さ
せ
た
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

紛
失
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
主
典
代
佐
平
が
い
う
美
福
門
院
庁
の

先
例
を
参
考
に
し
て
、
頼
長
は
「
朝
臣
」
と
自
署
を
加
え
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
こ
の
署
名
方
法
に
関
し
て
、
別
当
就
任
直
後
の
頼
長
だ

け
で
な
く
、
院
庁
の
下
級
職
員
ら
も
当
初
そ
の
先
例
を
知
ら
な
か

っ
た
。
佐
平
が
「
不
知
旧
例
」
と
い
う
よ
う
に
、
十
二
世
紀
中
葉

ま
で
は
、
院
庁
の
組
織
全
体
で
「
朝
臣
」
の
使
用
が
十
分
認
知
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
院
庁
発
給
文
書
で

「
朝
臣
」
の
使
用
が
定
着
す
る
。
例
え
ば
、
先
程
の
永
暦
元
年
の

下
文
が
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
建
暦
二
年
（
一
二
一
二
）
二
月
日
付

後
鳥
羽
院
庁
下
文
で
は
（
７
）
、
左
大
臣
九
条
良
輔
・
右
大
臣
藤
原
公

継
・
内
大
臣
藤
原
信
清
の
各
大
臣
だ
け
で
な
く
、
前
太
政
大
臣
藤

原
頼
実
も
「
朝
臣
」
と
自
署
し
て
い
る
。
さ
ら
に
建
保
三
年
（
一

「
朝
臣
」
小
考

三
（
二
七
九
）



二
一
五
）
八
月
日
付
後
鳥
羽
院
庁
下
文
で
も
（
８
）
、
左
大
臣
九
条
良

輔
・
内
大
臣
九
条
道
家
と
と
も
に
、
前
太
政
大
臣
大
炊
御
門
頼
業

も
「
朝
臣
」
と
自
署
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
高
橋
氏
の
解
説

に
若
干
の
付
言
を
し
て
お
く
と
、
現
任
の
三
公
以
上
だ
け
で
な
く
、

前
任
の
大
臣
も
「
朝
臣
」
と
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
後
世
の
雑
訴
決
断
所
発
給
文
書
で
も
引
き

継
が
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
右
大
臣
洞
院
公
賢
が
「
朝
臣
」
と
自

署
し
た
牒
が
三
例
（
９
）
、
内
大
臣
吉
田
定
房
が
「
朝
臣
」
と
自
署
し
た

牒
が
一
例
確
認
で
き
る
（
１０
）
。

ま
た
、
や
や
特
殊
な
例
と
し
て
建
武
二
年
（
一
三
三
五
）
三
月

十
二
日
付
の
雑
訴
決
断
所
牒
が
挙
げ
ら
れ
る
（
１１
）
。
こ
の
文
書
の
署
名

者
十
名
の
う
ち
、
一
人
だ
け
「
刑
部
�
源
「
朝
臣
」」
と
し
た
者

が
い
る
。
こ
の
自
署
を
加
え
た
人
物
は
久
我
長
通
で
あ
り
、
彼
は

当
時
前
右
大
臣
従
一
位
で
あ
っ
た
。
鎌
倉
時
代
、
前
任
の
大
臣
が

刑
部
�
に
補
任
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
建
武
政
権
の
特
殊

な
人
事
状
況
下
に
あ
っ
て
、
こ
の
時
彼
は
刑
部
�
を
務
め
て
い
た

の
で
あ
る
。
位
署
欄
に
は
刑
部
�
と
あ
る
が
、
院
庁
の
先
例
を
踏

ま
え
れ
ば
、
久
我
長
通
は
前
右
大
臣
と
し
て
「
朝
臣
」
と
自
署
を

加
え
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
（
１２
）
。

な
お
、
雑
訴
決
断
所
牒
の
中
に
は
、
さ
ら
に
希
有
な
「
朝
臣
」

の
例
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
次
に
掲
げ
る
。

【
史
料
二
】
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
九
月
四
日
付
雑
訴
決
断
所

牒
（
１３
）

雑
訴
決
断
所
牒

稲
荷
社

当
社
領
加
賀
国
味
智
郷
内
水
田
弐
拾
町
事

右
、
任
寿
永
二
年
九
月
日
院
庁
下
文
并
文
治
二
年
九
月
五
日

関
東
下
文
、
同
三
年
三
月
廿
日（
マ
マ
）

留
所
下
文
、
正
嘉
二
年
二
月

廿
七
日

勅
裁

院
宣
等
、
宜
令
管
領
者
、
以
牒
、

建
武
元
年
九
月
四
日

左
衛
門
尉
平
朝
臣
（
花
押
）

儀
同
三
司
藤
原
「
朝
臣
」

采
女
正
中
原
朝
臣
（
花
押
）

正
二
位
藤
原
朝
臣
（
花
押
）
散
位
宇
佐
宿
禰
（
花
押
）

正
三
位
藤
原
朝
臣
（
花
押
）
左
衛
門
采
大
尉
中
原
朝
臣
（
花
押
）

主
税
頭
中
原
朝
臣
（
花
押
）

前
伊
勢
守
小
槻
宿
禰
（
花
押
）

右
少
弁
藤
原
朝
臣
（
花
押
）

こ
の
文
書
は
、
建
武
元
年
九
月
四
日
付
で
伏
見
稲
荷
大
社
に
宛

て
た
雑
訴
決
断
所
牒
で
あ
る
。
そ
の
中
で
「
儀
同
三
司
藤
原
「
朝

臣
」」
と
い
う
署
名
者
が
い
る
。
儀
同
三
司
と
は
准
大
臣
の
唐
名

で
あ
り
、
律
令
に
規
定
さ
れ
た
官
職
で
は
な
い
。
大
臣
に
准
ず
る

称
号
と
し
て
、
大
臣
の
下
、
大
納
言
の
上
と
い
う
特
別
待
遇
を
受

け
た
（
１４
）
。
こ
の
自
署
を
加
え
た
人
物
は
吉
田
定
房
で
あ
り
、
当
時
の

官
制
上
の
地
位
は
前
大
納
言
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
建
武
元
年

史
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六
月
二
六
日
に
「
大
臣
に
准
え
朝
参
せ
よ
」
と
、
准
大
臣
の
宣
下

が
あ
っ
た
こ
と
で
（
１５
）
、
彼
は
「
朝
臣
」
を
加
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、
厳
密
に
言
え
ば
大
臣
で
は
な
い
が
、
大
臣
待
遇

を
受
け
た
こ
と
で
「
朝
臣
」
と
し
た
例
は
、
既
に
古
代
で
確
認
で

き
る
。「
東
大
寺
献
物
帳
」
と
呼
ば
れ
る
勅
十
通
に
、
藤
原
仲
麻

呂
が
度
々
自
署
を
加
え
て
い
る
（
１６
）
。
そ
の
一
つ
、
彼
が
大
納
言
で
あ

っ
た
頃
の
天
平
勝
宝
八
年
（
七
五
六
）
六
月
十
二
日
付
の
例
で
、

彼
は
実
名
で
署
名
し
て
い
る
（「
従
二
〔
行
脱
〕

位
大
納
言
兼
紫
微
令
中
衛

大
将
近
江
守
藤
原
朝
臣
「
仲
麻
呂
（
１７
）
」」）。
一
方
、
太
保
（
�
右
大

臣
の
唐
名
）
の
地
位
に
あ
っ
た
頃
の
天
平
宝
字
二
年
（
七
五
八
）

十
月
一
日
付
の
例
で
は
、「
朝
臣
」
と
自
署
し
て
い
る
（「
太
保
従

二
位
兼
行
鎮
国
太
尉
藤
原
恵
美
「
朝
臣
（
１８
）
」」）。
こ
れ
ら
は
い
ま
ま

で
見
て
き
た
典
型
例
と
同
じ
用
法
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
中
間
期
の
天
平
宝
字
二
年
六

月
一
日
付
の
勅
で
あ
り
、
彼
は
「
紫
微
内
相
従
二
位
兼
行
中
衛
大

将
近
江
守
藤
原
「
朝
臣
」」
と
署
名
し
て
い
る
（
１９
）
。
紫
微
内
相
と
は
、

皇
后
宮
職
を
改
組
し
た
紫
微
中
台
の
長
官
で
あ
り
、
厳
密
に
い
え

ば
太
政
官
内
の
大
臣
で
は
な
い
。
だ
が
天
平
勝
宝
九
年
（
七
五

七
）
五
月
十
九
日
の
詔
に
よ
れ
ば
、「
令
外
別
置
紫
微
内
相
一
人
、

令
掌
内
外
諸
兵
事
、
其
官
録
皆
准
大
臣
」
と
あ
る
よ
う
に
、
大
臣

に
准
ず
る
扱
い
と
な
っ
て
い
る
（
２０
）
。
し
た
が
っ
て
、
仲
麻
呂
は
こ
の

詔
を
根
拠
に
「
朝
臣
」
と
自
署
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
は
、
大
臣
以
上
も
し

く
は
そ
れ
に
相
当
す
る
公
�
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
こ
の
署
名
方
法
は
古
代
の
段
階
で
す
で
に
確
立
し
て

い
る
様
相
が
看
取
で
き
よ
う
。
ま
た
先
述
の
と
お
り
、「
朝
臣
」

は
公
式
様
文
書
と
そ
の
系
譜
文
書
に
限
ら
れ
る
点
も
留
意
が
必
要

で
あ
る
。
こ
れ
ら
事
実
は
、「
朝
臣
」
の
出
現
背
景
が
律
令
制
度

の
中
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的

に
い
え
ば
、
文
書
様
式
な
ど
を
定
め
た
公
式
令
の
規
定
に
注
視
す

る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
公
式
令
の
規
定
を
通
覧
す
る
と
、
そ
の
淵
源
を
辿
る
こ

と
が
で
き
る
。

ま
ず
そ
の
一
つ
が
詔
書
に
見
ら
れ
る
「
朝
臣
」
で
あ
る
。
詔
書

と
は
、
大
事
に
際
し
て
天
皇
が
意
志
発
現
す
る
文
書
で
あ
る
。
古

代
よ
り
度
々
発
布
さ
れ
た
が
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
署
名
箇
所

を
含
む
形
の
正
文
は
現
存
し
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
発
布
手
順
が

非
常
に
繁
雑
で
手
間
が
か
か
る
た
め
、
署
名
の
省
略
が
し
ば
し
ば

行
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
詔
書
は
長
文
に
な
る
こ
と
が
多
く
、

古
記
録
や
故
実
書
で
は
事
実
書
の
み
を
書
き
記
し
た
も
の
が
ほ
と

ん
ど
で
あ
る
（
２１
）
。
そ
の
た
め
、
正
文
を
以
て
古
代
・
中
世
に
お
け
る

詔
書
の
署
名
方
法
を
例
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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だ
が
、
近
世
に
な
る
と
署
名
箇
所
を
含
む
正
文
が
幾
つ
か
伝
存

す
る
。
管
見
の
及
ん
だ
寛
政
改
元
詔
書
（
２２
）
・
天
保
改
元
詔
書
（
２３
）
で
は
、

関
白
を
含
む
大
臣
以
上
の
上
流
廷
臣
が
「
朝
臣
」
と
自
署
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
近
世
の
詔
書
は
、
公
式
令
の
規
定
を
意
識
し
て
作
成

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
飯
倉
晴
武
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
２４
）
。

そ
こ
で
養
老
公
式
令
の
規
定
を
参
照
し
て
み
る
と
、
興
味
深
い
こ

と
が
分
か
る
。

【
史
料
三
】
養
老
公
式
令
詔
書
式
（
２５
）

詔
書
式

《
中
略
》年

月
御
画
日

中
務
�
位
臣
姓
名
宣

中
務
大
輔
位
臣
姓
名
奉

中
務
少
輔
位
臣
姓
名
行

太
政
大
臣
位
臣
姓

左
大
臣
位
臣
姓

右
大
臣
位
臣
姓

大
納
言
位
臣
姓
名
等
言
、

詔
書
如
右
、

請
奉

詔
付
外
施
行
、
謹
言
、

年
月
日

可
、
御
画

右
、
御
画
日
者
、
留
中
務
省
、
為
案
、
別
写
一
通
、
印
署
、

送
太
政
官
、
大
納
言
覆
奏
、
画
可
訖
、
留
、
為
案
、
更
写
一

通
、
誥
訖
施
行
、
中
務
�
若
不
在
、
即
於
大
輔
姓
名
下
、
注

宣
、
少
輔
姓
名
下
、
注
奉
行
、
大
輔
又
不
在
、
於
少
輔
姓
名

下
、
併
注
宣
奉
行
、
若
少
輔
不
在
、
余
官
見
在
者
、
並
准
此
、

こ
の
詔
書
式
の
署
名
箇
所
を
見
る
と
、
ま
ず
、
中
務
省
職
員
や
大

納
言
は
「
…
姓
名
」
と
あ
っ
て
、「
名
」
の
一
字
が
表
記
さ
れ
て

い
る
。
一
方
、
大
臣
以
上
の
場
合
は
「
…
大
臣
位
臣
姓
」
と
あ
っ

て
、「
名
」
の
一
字
が
表
記
さ
れ
て
い
な
い
。
氏
（
詔
書
式
で
い

う
姓
の
こ
と
）
ま
で
は
外
記
が
執
筆
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か

ら
、
大
納
言
は
自
ら
の
名
で
自
署
を
す
る
。
で
は
大
臣
は
ど
う
す

る
の
か
。
大
納
言
以
下
と
は
違
い
名
で
自
署
す
る
規
定
に
な
っ
て

お
ら
ず
、
し
か
し
氏
ま
で
は
外
記
が
予
め
執
筆
し
て
い
る
。
で
は

姓
を
も
っ
て
自
署
す
る
以
外
の
選
択
肢
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
「
朝
臣
」
の
淵
源
で
は
な
い
か
。

こ
の
仮
説
を
検
証
す
る
た
め
に
、
も
う
一
例
と
し
て
勅
授
位
記

（
五
位
以
上
に
授
け
る
位
記
）
の
例
を
見
て
み
よ
う
。
位
記
は
叙

位
を
本
人
に
伝
え
る
証
験
文
書
で
あ
る
。
現
在
最
古
の
勅
授
位
記

は
、
寛
治
三
年
（
一
〇
八
九
）
正
月
十
一
日
付
藤
原
公
実
正
二
位

位
記
で
あ
り
（
２６
）
、
正
文
と
し
て
現
存
す
る
の
は
中
世
末
期
か
ら
で
あ

史
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る
（
２７
）。
こ
の
た
め
、
詔
書
と
同
様
に
、
古
代
・
中
世
の
正
文
を
以
て

「
朝
臣
」
の
実
例
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
両
時
代
を

通
じ
て
、
位
記
の
中
で
上
流
廷
臣
が
「
朝
臣
」
と
自
署
し
て
き
た

の
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
位
記
の
故
実
書

『
内
局
柱
礎
抄
（
２８
）
』
で
、「
次
摂
政
以
下
大
臣
位
署
等
、
次
第
書
連
之
、

当
官
位
階
等
之
下
仁
加
朝
臣
二
字
、
不
載
姓
名
字
等
」
と
あ
る
こ

と
か
ら
確
認
で
き
る
。

そ
の
位
記
で
あ
る
が
、
弘
仁
九
年
（
八
一
八
）
ま
で
は
比
較
的

簡
略
な
手
順
で
作
成
さ
れ
て
い
た
。

【
史
料
四
】
養
老
公
式
令
勅
授
位
記
式
（
２９
）

勅
授
位
記
式

中
務
省本

位
姓
名
、
年
若
干
、
今
授
其
位
、

年
月
日

中
務
�
位
姓
名

太
政
大
臣
位
姓
、
大
納
言
加
名
、

式
部
�
位
姓
名

右
、
勅
授
五
位
以
上
位
記
式
、
皆
見
在
長
官
一
人
署
、
若
長

官
無
、
則
大
納
言
及
少
輔
以
上
、
依
式
署
、
兵
部
亦
同
、
以
下

准
此
、

こ
れ
は
、
養
老
公
式
令
の
勅
授
位
記
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ

の
当
時
は
、
中
務
省
・
太
政
官
・
式
部
省
の
各
長
官
一
人
が
自
署

す
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
。
太
政
官
の
長
官
と
し
て
太
政
大
臣
が
い

な
け
れ
ば
左
大
臣
、
左
大
臣
が
い
な
け
れ
ば
右
大
臣
、
と
順
に
降

格
し
て
い
き
、
大
納
言
ま
で
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ

の
長
官
が
大
納
言
の
場
合
は
、
自
ら
の
名
を
以
て
自
署
す
る
こ
と

が
注
記
さ
れ
て
お
り
、
大
臣
以
上
の
場
合
は
別
の
署
名
方
法
が
採

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
で
は
、
弘
仁
九
年
以
降
、
唐
の
制
授
告
身
式
に
倣
っ
て
以

後
の
位
記
で
は
ど
の
よ
う
な
署
名
方
法
が
採
用
さ
れ
て
い
た
の
か

見
て
み
よ
う
（
３０
）
。
そ
れ
を
規
定
し
た
『
延
喜
式
』
を
次
に
載
せ
る
。

【
史
料
五
】
『
延
喜
式
』
巻
第
十
二
内
記
、
五
位
已
上
位
記
式
（
３１
）

五
位
已
上
位
記
式

某
位
姓
名

右
可
某
位

中
務
云
々
、
可
依
前
件
主
者
施
行
、

年

月
甲
日

中
務
�
位
臣
姓
名
宣

中
務
大
輔
位
臣
姓
名
奉

中
務
少
輔
位
臣
姓
名
行

大
納
言
位
臣
名

大
納
言
位
臣
名
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中
納
言
位
臣
名

中
納
言
位
臣
名

中
納
言
位
臣
名
等
言
、

制
書
如
右
、
請
奉

制
、
付
外
施
行
、
謹
言
、

年

月
乙
日

制
可
、

年
月
丙
日
辰
時

大
外
記
姓
名

左
中
弁
名

左
大
臣
位
朝
臣

右
大
臣
位
朝
臣

式
部
�
位
名

式
部
大
輔
位
名

左
大
弁
位
名

告
某
位
姓
名
奉

制
書
如
右
、
符
到
奉
行
、

大
録
名

式
部
少
輔
位
名

少
録
名

少
録
名

年

月
丁
日
下

右
、
文
官
位
記
式
如
件
、
命
婦
位
記
亦
同
、
但
武
官
位
記
以

兵
部
代
式
部
、
以
右
弁
代
左
弁
、

こ
れ
は
、『
延
喜
式
』
に
載
る
勅
授
位
記
の
規
定
で
あ
る
。
署
名

者
は
、
中
務
省
職
員
（
�
・
大
輔
・
少
輔
）、
太
政
官
職
員
（
左

大
臣
〜
中
納
言
・
弁
官
・
外
記
）、
式
部
省
職
員
（
�
〜
少
録
）

と
整
理
で
き
、
位
記
に
携
わ
る
関
係
機
関
に
大
き
な
変
化
は
な
い
。

但
し
、
長
官
だ
け
で
な
く
各
構
成
員
も
自
署
す
る
こ
と
に
変
容
し

て
い
る
。
そ
の
上
で
、
各
人
の
署
名
方
法
を
見
る
と
、
左
・
右
大

臣
の
位
署
に
だ
け
「
朝
臣
」
と
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
署
名
者
は
す

べ
て
「
名
」
と
な
っ
て
い
る
。【
史
料
四
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、

弘
仁
九
年
ま
で
、
大
臣
以
上
は
名
以
外
の
署
名
方
法
を
と
っ
て
い

た
。
そ
の
継
承
関
係
を
考
え
る
と
、
公
式
令
に
お
い
て
「
名
」
が

な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
姓
で
自
署
す
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
は
公
式
令
の
署
名
規
定
に
淵
源

が
あ
る
。
そ
し
て
詔
書
や
位
記
で
「
朝
臣
」
を
使
用
し
始
め
た
の

が
こ
と
の
始
ま
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
使
用
範
囲
が
拡

大
し
、
他
の
院
庁
発
給
文
書
や
雑
訴
決
断
所
発
給
文
書
な
ど
で
も

採
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
流
廷
臣
の

「
朝
臣
」
は
、
時
に
大
臣
に
相
当
す
る
こ
と
を
顕
示
す
る
場
合
に

使
用
さ
れ
た
。
具
体
的
に
は
、
藤
原
仲
麻
呂
の
紫
微
内
相
が
そ
の

最
初
の
例
で
あ
り
、
吉
田
定
房
の
准
大
臣
も
ま
た
然
り
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
前
大
臣
も
、
大
臣
経
験
者
と
し
て
、
大
納
言
以
下
の
公
�

史
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と
は
一
線
を
画
す
こ
と
を
可
視
的
に
示
す
こ
と
に
役
立
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
章

中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」

そ
れ
で
は
次
に
中
・
下
流
廷
臣
が
用
い
た
「
朝
臣
」
の
署
名

方
法
と
原
理
に
つ
い
て
追
究
し
て
い
こ
う
。
そ
の
実
例
の
中
で

圧
倒
的
な
現
存
数
を
誇
る
の
が
太
政
官
牒
で
あ
る
。
次
の
【
表

一
】
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
【
表
一
】
は
、
平
安
初
期
か
ら
鎌
倉
末
期
ま
で
の
太
政

官
牒
を
収
集
し
、
そ
の
う
ち
弁
官
の
自
署
を
ま
と
め
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
中
の
「
自
署
」
の
項
を
見
る
と
、
九
世
紀
初
半
ば

以
降
、
弁
官
職
員
は
「
朝
臣
」
と
自
署
す
る
よ
う
に
な
り
（
３２
）
、
そ

の
慣
習
が
鎌
倉
末
期
ま
で
続
く
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
な
お
、

表
に
は
掲
げ
て
い
な
い
が
、
建
武
期
に
太
政
官
牒
は
太
政
官
符

に
統
合
さ
れ
る
た
め
（
３３
）
、
約
五
〇
〇
年
続
い
た
こ
の
慣
習
は
建
武

期
で
途
絶
え
て
し
ま
う
。

さ
て
、
こ
の
太
政
官
牒
に
用
い
ら
れ
た
「
朝
臣
」
で
あ
る
が
、

注
目
す
べ
き
点
は
、
他
の
太
政
官
発
給
文
書
で
は
「
朝
臣
」
の

使
用
例
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
端
的
に
示
し
て

い
る
例
と
し
て
、
文
治
二
年
（
一
一
八
六
）
五
月
十
日
付
太
政

官
符
・
同
日
付
太
政
官
牒
を
次
に
掲
げ
る
。

【表 1】 太政官牒と「朝臣」

出 典

東南院文書

東南院文書

東南院文書

東南院文書

東南院文書

薬師院文書

薬師院文書

東南院文書

園城寺文書

東南院文書

東南院文書

東南院文書

〜

胡宮神社文書

神護寺文書

壬生家文書

※『平安遺文』『鎌倉遺文』より作成。両刊本未収文書も同様の傾向が看取できる。

遺文

1

10

11

26

28

30

31

4482

4494

4505

4506

4507

23579

27289

28059B

自 署

「今毛人」

「古佐美」

「縄主」

「安人」

「安人」

「安人」

「千引」

「朝臣」

「朝臣」

「朝臣」

「朝臣」

「朝臣」

「朝臣」

「朝臣」

「朝臣」

姓 名

佐伯今毛人

紀古佐美

藤原縄主

秋篠安人

秋篠安人

秋篠安人

藤原千引

藤原家宗

南淵年名

藤原家宗

藤原家宗

藤原某

藤原雅任

万里小路藤房

平成輔

官 位

従三位・左大弁

従三位・左大弁

従四位下・左中弁

従四位下・右大弁

従四位上・左大弁

従四位上・左大弁

従五位上・左少弁

従五位上・右少弁

正四位下・左大弁

従四位上・右大弁

従四位上・右大弁

従五位上・右少弁

正五位下・右少弁

従四位下・左少弁

従四位上・左中弁

宛 所

欠

僧綱并東大寺三綱

僧綱并東大寺三綱

東大寺

東大寺三綱

東大寺三綱

東大寺三綱

東大寺

十禅師延暦寺伝燈
大法師位円珍

東大寺

東大寺

東大寺

近江国敏満寺

高雄山神護寺

欠

西暦

783

793

794

805

806

807

807

858

866

871

871

871

1309

1319

1322

和 暦

延暦２年６月１７日

延暦１２年６月１日

延暦１３年４月２５日

延暦２４年４月２４日

大同元年７月１５日

大同２年５月２２日

大同２年６月２日

天安２年１２月２５日

貞観８年５月２９日

貞観１３年８月１７日

貞観１３年閏８月１４日

貞観１３年閏８月２９日

延慶２年２月５日

元応元年１０月２６日

元亨２年６月１４日

「
朝
臣
」
小
考

九
（
二
八
五
）



【
史
料
六
】
文
治
二
年
五
月
十
日
付
太
政
官
符
（
３４
）

太
政
官
符
備
後
国
司

応
任
院
庁
下
文
以
当
国
大
田
庄
地
利
宛
金
剛
峯
寺
大
塔
不

断
両
界
法
用
途
免
除
勅
事
院
事
大
小
国
役
等
事

右
、
得
彼
寺
沙
門
�
阿
今
月
日
解
状
稱
、《
中
略
》
者
、
正

二
位
行
権
中
納
言
兼
左
兵
衛
督
藤
原
朝
臣
頼
実
宣
、
奉

勅

依
請
者
、
国
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、
符
到
奉
行
、

修
理
左
宮
城
使
従
四
位
上
行
左
中
弁
兼
阿
波
介
藤
原
朝
臣

（（
光
長
）

花
押
）
修
理
左
宮
城
判
官
正
五
位
下
行
左
大
史
兼
算
博
士

小
槻
宿
禰
（（
広
房
）

花
押
）
牒

文
治
二
年
五
月
十
日

※
「
太
政
官
印
」
四
顆

【
史
料
七
】
同
日
付
太
政
官
牒
（
３５
）

太
政
官
牒
金
剛
峯
寺

応
任
院
庁
下
文
以
備
後
国
大
田
庄
地
利
宛
当
寺
大
塔
不
断

両
界
法
用
途
免
除
勅
事
院
事
大
小
国
役
等
事

右
、
太
政
官
今
日
下
彼
国
符
稱
、
得
彼
寺
沙
門
�
阿
今
月
日

解
状
稱
、《
中
略
》
者
、
正
二
位
行
権
中
納
言
兼
左
兵
衛
督

藤
原
朝
臣
頼
実
宣
、
奉

勅
依
請
者
、
国
宜
承
知
、
依
宣
行

之
者
、
寺
宜
承
知
、
牒
到
准
状
、
故
牒
、

文
治
二
年
五
月
十
日

修
理
左
宮
城
判
官
正
五
位
下
行
左

大
史
兼
算
博
士
小
槻
宿
禰
（（
広
房
）

花
押
）
牒

修
理
左
宮
城
使
従
四
位
上
行
左
中
弁
兼
阿
波
介
藤
原
「
朝
（
光
長
）臣」

※
「
太
政
官
印
」
四
顆

こ
の
両
史
料
は
、
金
剛
峯
寺
領
大
田
庄
に
関
す
る
文
書
で
あ
る
。

一
通
は
大
田
庄
が
所
在
す
る
備
後
国
司
に
宛
て
、
も
う
一
通
は
荘

園
領
主
で
あ
る
金
剛
峯
寺
に
宛
て
て
い
る
。
大
田
庄
を
大
塔
長
日

不
断
金
剛
胎
蔵
両
部
大
法
の
用
途
に
宛
て
、
一
切
の
課
役
を
免
除

す
る
こ
と
を
両
者
に
通
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

【
史
料
七
】
の
事
実
書
冒
頭
で
い
う
「
太
政
官
今
日
下
彼
国
符
」

と
は
、
す
な
わ
ち
【
史
料
六
】
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
【
史
料

七
】
は
そ
の
太
政
官
符
を
全
文
引
用
し
、
最
後
に
書
止
文
言
「
寺

宜
承
知
、
牒
到
准
状
、
故
牒
」
を
加
え
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
史
料
は
ほ
ぼ
同
文
・
同
内
容
文
書
と
い
え
る
。

ま
た
日
付
も
統
一
し
て
「
文
治
二
年
五
月
十
日
」
と
し
、
署
名
者

二
名
も
当
然
同
一
人
物
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
左
中
弁
藤
原
光
長

の
署
名
を
見
る
と
、
太
政
官
符
で
は
花
押
が
、
太
政
官
牒
で
は

「
朝
臣
」
が
使
用
さ
れ
、
文
書
様
式
に
よ
っ
て
明
確
に
自
署
が
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
様
相
が
看
取
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
大
田
庄
に
関
連
し
た
文
書
と
し
て
、
建
久
六

年
（
一
一
九
五
）
十
二
月
十
三
日
付
官
宣
旨
二
通
が
あ
る
（
３６
）
。
こ
れ

も
一
通
は
金
剛
峯
寺
、
も
う
一
通
は
備
後
国
に
宛
て
た
同
文
・
同

史
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内
容
文
書
で
あ
る
。
だ
が
、
両
史
料
と
も
右
少
弁
平
親
国
が
花
押

を
使
用
し
て
い
る
。
官
宣
旨
で
「
朝
臣
」
と
署
し
た
例
は
な
く
、

こ
ち
ら
は
官
宣
旨
の
先
例
に
則
っ
て
花
押
を
署
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
は
明
ら
か
に
文
書

様
式
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、

上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
公
式
令
の
規

定
に
何
ら
か
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。
そ
こ
で
次
の

養
老
公
式
令
の
規
定
を
見
て
み
よ
う
。

【
史
料
八
】
養
老
公
式
令
移
式
・
符
式
（
３７
）

移
式

刑
部
省
移
式
部
省

其
事
云
々
、
故
移
、

年
月
日

録
位
姓
名

�
位
姓

右
、
八
省
相
移
式
、
内
外
諸
司
、
非
相
管
隷
者
、
皆
為
移
、

若
因
事
管
隷
者
、
以
々
代
故
、
其
長
官
署
准
�
、
長
官
無
、
則

次
官
判
官
署
、
国
司
亦
准
此
、
其
僧
綱
与
諸
司
相
報
答
、
亦
准

此
式
、
以
移
代
牒
、
署
名
准
省
、
三
綱
亦
同
、

符
式

太
政
官
符
其
国
司

其
事
云
々
、
符
到
奉
行
、

大
弁
位
姓
名

史
位
姓
名

年
月
日

使
人
位
姓
名

鈴
剋
、
伝
符
亦
准
此
、

右
太
政
官
下
国
符
式
、
省
台
准
此
、
若
下
在
京
諸
司
者
、
不
注

使
人
以
下
、
凡
応
為
解
向
上
者
、
其
上
官
向
下
、
皆
為
符
、

署
名
准
弁
官
、
其
出
符
、
皆
須
案
成
、
并
案
送
太
政
官
、
�

勾
、
若
事
当
計
会
者
、
仍
録
会
目
、
与
符
倶
送
太
政
官
、

右
の
史
料
は
養
老
公
式
令
の
移
式
と
符
式
の
規
定
で
あ
る
。
移
式

の
傍
線
部
を
見
る
と
、
諸
司
と
僧
綱
・
寺
家
三
綱
と
の
間
で
文
書

の
授
受
を
す
る
場
合
に
は
、
こ
の
移
式
の
規
定
に
准
え
て
、

「
移
」
の
字
を
「
牒
」
に
置
き
換
え
て
使
用
せ
よ
、
ま
た
署
名
方

法
も
こ
の
移
式
の
規
定
に
准
え
よ
、
と
い
う
。
こ
の
規
定
に
准
え

た
牒
は
、
い
わ
ゆ
る
移
式
准
用
の
牒
と
呼
ば
れ
、
太
政
官
牒
も
そ

の
一
つ
に
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
移
式
の
例
式
を
見
る
と
、
下
判
は

「
録
位
姓
名�

」
と
「
名
」
の
一
字
が
あ
る
が
、
上
判
に
は
「
�
位

姓
」
と
「
名
」
の
一
字
が
な
い
。
こ
れ
は
上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」

で
「
名
」
の
一
字
が
な
か
っ
た
こ
と
と
通
ず
る
点
で
あ
る
。

一
方
、
弁
官
が
専
ら
花
押
を
使
用
し
た
太
政
官
符
の
規
定
、
符

式
で
は
ど
の
よ
う
な
署
名
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
か
。
符
式

に
は
例
式
と
し
て
太
政
官
符
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
参
照

「
朝
臣
」
小
考

一
一
（
二
八
七
）



す
る
と
、
上
判
は
「
大
弁
位
姓
名�

」、
下
判
は
「
史
位
姓
名�

」
と
、

両
方
に
「
名
」
の
一
字
が
表
記
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
と
同
様
に
、
こ
の

「
名
」
の
一
字
の
有
無
が
「
朝
臣
」
を
使
用
す
る
か
否
か
の
基
準

に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
移
式
准
用
の
牒
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
移
そ
の
も
の

の
署
名
方
法
は
ど
う
な
の
か
。
検
討
範
囲
を
広
げ
て
み
よ
う
。

管
見
の
及
ん
だ
移
は
、
奈
良
〜
室
町
時
代
ま
で
の
約
一
五
〇
例

で
あ
る
（
３８
）
。
そ
の
う
ち
「
朝
臣
」
を
用
い
た
例
を
次
に
掲
げ
る
。

【
史
料
九
】
天
平
十
七
年
（
七
四
五
）
四
月
二
一
日
付
兵
部
省
移
（
３９
）

兵
部
省

移
民
部
省

《
中
略
》

以
前
省
并
管
司
直
丁
等
、
来
五
月
之
料
粮
、
所
請
如
前
、
故

移
、

天
平
十
七
年
四
月
廿
一
日

正
六
位
下
行
大
録
馬
史

「
益
麻
呂
」

大
輔
正
五
位
下
勲
十
二
等
紀
「
朝
臣
」※

「
兵
部
之
印
」
十
夥

こ
の
よ
う
に
、
確
か
に
上
判
の
官
人
が
「
朝
臣
」
と
自
署
し
て
い

る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
天
平
十
五
年
（
七
四
三
）
七
月
十
二
日
付

中
宮
職
移
な
ど
で
も
「
朝
臣
」
の
例
が
確
認
で
き
る
（
４０
）
。
但
し
、
現

存
す
る
移
約
一
五
〇
例
の
う
ち
、
ほ
と
ん
ど
の
移
で
「
朝
臣
」
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
か
し
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。「
朝
臣
」
が
確
認
で
き
る
移

と
そ
う
で
な
い
移
と
の
間
に
は
、
実
は
署
名
形
式
に
関
し
て
明
ら

か
な
相
違
点
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
は
必
ず
日
下
署
判
一
名
と
上

判
一
名
に
よ
る
署
名
形
式
を
採
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
後

者
は
、
そ
れ
以
外
の
署
名
形
式
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例

え
ば
三
人
以
上
の
複
数
連
署
、
単
署
、
下
判
二
名
の
連
署
な
ど
で

あ
る
。
前
者
は
【
史
料
九
】
で
掲
げ
て
い
る
か
ら
、
後
者
の
例
を

次
に
掲
げ
る
。

【
史
料
十
】
『
延
喜
式
』
巻
第
二
八
兵
部
省
、
移
式
（
４１
）

凡
補
任
武
官
番
上
以
上
者
、
移
送
本
司
、
其
式
如
左
、

兵
部
省
移
某
司

位
姓
名
年
若
干

某
京
人

元
某
司
某
官

右
人
某
月
日
任
若
番
上
把

笏
�
補

某
司
某
官
訖
、
仍
移
送
如
件
、
移

到
任
用
、
故
移
、

年

月

日

録
位
姓
名

輔
位
姓

右
署
印
訖
即
送
本
司
、

【
史
料
十
一
】
『
公
名
公
記
』
永
享
五
年
（
一
四
三
三
）
十
二
月

十
五
日
条
（
４２
）

史

学
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八
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八
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兵
部
省
移

右
近
衛
府

従
二
位
行
権
大
納
言
藤
原
朝
臣
公
名

右
人
、
今
年
八
月
十
五
日
兼
任
大
将
畢
、
□
移
送
如
件
、
移

到
任
用
、
故
移
、

永
享
五
年
十
二
月
十
五
日

正
六
位
上
行
少
録
�
�
�
�

正
六
位
上
行
少
録
�
�
�
�

�
従
三
位
行
藤
原
朝
臣
「
親
信
」

大
輔
従
四
位
下
行
ト
部
宿
祢
「
兼
勝
」

少
輔
従
五
位
下
行
源
朝
臣
「
持
常
」

権
少
輔
正
五
位
下
行
惟
宗
朝
臣
「
相
豊
」

※
「
兵
部
省
印
」
六
顆

ま
ず
【
史
料
十
】
は
、
武
官
の
番
上
以
上
の
補
任
に
際
し
て
、
兵

部
省
が
発
給
す
る
移
の
様
式
を
定
め
た
『
延
喜
式
』
の
規
定
で
あ

る
。
そ
の
際
に
、
輔
に
よ
る
上
判
一
名
、
録
に
よ
る
日
下
署
判
一

名
が
規
定
さ
れ
て
い
た
。
署
名
方
法
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
上
判
に
だ
け
「
名
」
の
一
字
が
な
く
、
姓
を
以
て
自
署
す
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
発
給
さ
れ
た
兵
部
省
移
は
署
名
形
式
が
異

な
っ
た
。
そ
れ
が
【
史
料
十
一
】
で
あ
る
。
こ
の
【
史
料
十
一
】

は
、
西
園
寺
公
名
が
自
身
の
日
記
『
公
名
公
記
』
に
貼
り
継
い
だ

兵
部
省
移
の
正
文
で
あ
る
。
�
〜
録
の
六
名
に
よ
る
複
数
連
署
が

採
用
さ
れ
て
お
り
、
上
判
の
四
名
は
実
名
で
自
署
を
加
え
て
い
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
他
、
補
任
に
関
す
る
兵
部
省
移
は
平

安
期
〜
室
町
期
を
通
じ
て
四
例
現
存
す
る
が
（
４３
）
、
す
べ
て
三
人
以
上

の
複
数
連
署
を
採
用
し
、「
朝
臣
」
と
自
署
し
た
例
は
な
い
。
つ

ま
り
、
公
式
令
の
例
式
に
則
し
て
い
る
署
名
形
式
の
場
合
に
お
い

て
の
み
、「
朝
臣
」
が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
符
や
解
と
い
っ
た
上
申
・
下
達
文
書
を
併
せ
て
通
覧
し

た
が
、
そ
れ
ら
事
例
で
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
は
見
受
け
ら

れ
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
が
公
式
令

の
署
名
規
定
に
淵
源
が
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
と
な
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
も
公
式
令
の
署
名
規

定
に
淵
源
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
両
「
朝
臣
」
の
共
通
原
理

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
だ
が
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
は
、

上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
と
は
そ
の
後
の
発
展
過
程
が
異
な
る
も
の

と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
公
式
令
の
規
定
と
そ
の
先
例
に
基
づ
き
、

た
だ
形
式
的
に
署
判
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
特
段
の
意

味
を
見
出
せ
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
特
筆
す
べ
き
点
は
太
政

官
が
頑
な
に
そ
れ
を
遵
守
し
続
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
太
政
官
は

平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
末
期
ま
で
公
家
様
文
書
を
発
給
す
る
こ
と
の

な
か
っ
た
希
有
な
機
関
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
（
４４
）
。
し
か
し
、
そ
う

い
っ
た
太
政
官
に
お
け
る
公
式
令
遵
守
の
志
向
性
も
、
建
武
期
と

「
朝
臣
」
小
考

一
三
（
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い
う
特
殊
な
政
治
状
況
下
に
あ
っ
て
途
切
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
「
朝
臣
」
の
署
名
方
法
と
原
理
を
検
討
し
て
き
た
。

そ
の
結
果
、
上
流
廷
臣
の
「
朝
臣
」
も
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝

臣
」
も
、
公
式
令
の
署
名
規
定
に
淵
源
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
た
。
す
な
わ
ち
例
式
に
基
づ
い
て
「
名
」
の
一
字
が
な
い
場

合
に
は
「
朝
臣
」
と
自
署
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
上
流
廷
臣
の

「
朝
臣
」
は
詔
書
・
位
記
に
留
ま
ら
ず
、
院
庁
発
給
文
書
や
雑
訴

決
断
所
発
給
文
書
に
も
使
用
範
囲
が
拡
大
し
、
最
終
的
に
は
近
世

ま
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
方
、
中
・
下
流
廷
臣
の
「
朝

臣
」
は
公
式
令
の
例
式
に
則
し
た
移
・
移
式
准
用
の
牒
に
お
い
て

用
い
ら
れ
た
。
だ
が
建
武
期
以
降
は
そ
う
い
っ
た
移
・
移
式
准
用

の
牒
が
終
焉
し
た
こ
と
で
、
そ
の
実
態
は
掴
み
難
い
も
の
と
な
っ

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
数
あ
る
姓
の
う
ち
、
な
ぜ
朝
臣
の
姓
だ
け
が
専
ら
自
署

に
使
用
さ
れ
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
。
実
は
、

古
代
に
お
い
て
は
他
の
姓
で
自
署
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
天
平
十
三
年
（
七
四
一
）
閏
三
月
七
日
付
右
京
職
移
で
は

「
宿
禰
」
と
自
署
し
た
例
が
あ
る
（
４５
）
。
ま
た
神
護
景
雲
二
年
（
七
六

八
）
六
月
四
日
付
奉
写
一
切
経
司
移
で
は
「
忌
寸
」
と
自
署
し
た

例
も
あ
る
（
４６
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
朝
臣
と
い
う
姓
自
体
に
何
ら
か
の

特
別
な
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
だ
が
平
安
時
代
以

降
、
公
家
社
会
は
朝
臣
の
姓
を
持
つ
藤
原
氏
・
源
氏
・
平
氏
ら
の

独
占
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
結
果
、「
朝
臣
」
だ
け
が
確
認
で
き
る

と
い
う
状
況
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
（
４７
）
。

以
上
を
踏
ま
え
、
最
後
に
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
「
朝

臣
」
研
究
が
、
自
署
研
究
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る

の
か
を
示
し
、
お
わ
り
と
し
た
い
。「
は
じ
め
に
」
で
も
述
べ
た

と
お
り
、
自
署
の
研
究
は
、
花
押
の
形
状
に
関
す
る
研
究
と
ほ
ぼ

同
義
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
花
押
・
草
名
・
実
名
の
使
い

分
け
方
を
追
究
し
た
の
が
上
島
氏
で
あ
る
。
氏
は
、
書
札
様
文
書

に
お
い
て
書
札
礼
の
原
理
と
公
験
の
原
理
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

が
、
書
札
様
文
書
の
対
概
念
と
い
え
る
公
式
様
文
書
と
そ
の
系
譜

文
書
の
自
署
が
こ
れ
ま
で
研
究
対
象
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
本
研
究
か
ら
、「
朝
臣
」
は
公
式
令
の
規
定
に
強
い
影

響
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、�
公

式
令
の
原
理
�
と
で
も
い
う
べ
き
自
署
の
原
理
が
、
本
稿
で
一
つ

明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
（
４８
）
。

史
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註（
１
）
上
島
有
「
草
名
と
自
署
・
花
押
―
書
札
礼
と
署
名
に
関
す
る
一

考
察
―
」（『
古
文
書
研
究
』
二
四
、
一
九
八
五
年
）。

（
２
）
勝
峯
月
溪
『
古
文
書
学
概
論
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
〇
年
。

（
３
）
高
橋
正
彦
「
花
押
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座
１

総
論
編
』
雄

山
閣
出
版
、
一
九
七
八
年
）。

（
４
）
「
大
谷
大
学
所
蔵
文
書
」（『
平
安
遺
文
』
三
〇
九
三
号
）。

（
５
）
『
増
補
史
料
大
成
』
本
を
利
用
し
た
。

（
６
）
『
増
補
史
料
大
成

兵
範
記
』
仁
平
三
年
五
月
二
八
日
条
。

（
７
）
「
熊
野
速
玉
神
社
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
一
九
一
九
号
）。

（
８
）
「
九
條
家
文
書
」（『
鎌
倉
遺
文
』
五
〇
六
九
七
号
）。

（
９
）
建
武
二
年
四
月
三
日
付
雑
訴
決
断
所
牒
（「
大
友
文
書
」〈『
大

日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
〉）、
同
八
月
十
四
日
付
同
牒
（「
市
河
文

書
」〈『
同
』
第
六
編
之
二
〉）、
同
九
月
二
九
日
付
同
牒
（「
大
徳
寺

文
書
」〈『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
十
七
ノ
一
〉）。

（
１０
）
建
武
元
年
九
月
二
九
日
付
雑
訴
決
断
所
牒
（「
三
浦
文
書
」

〈『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
〉）。

（
１１
）
建
武
二
年
三
月
十
二
日
付
雑
訴
決
断
所
牒
（「
三
嶋
神
社
文

書
」〈『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
二
〉）。
幸
い
に
も
、
註（
９
）

〜（
１１
）の
史
料
の
多
く
は
、『
国
史
大
辞
典
』「
ざ
つ
そ
け
つ
だ
ん

じ
ょ
」
の
項
で
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
写
真
は
そ
ち
ら
で
参

照
さ
れ
た
い
。

（
１２
）
同
じ
例
と
し
て
、「
民
部
�
藤
原
「
朝
臣
」」
と
し
た
建
武
二
年

七
月
十
二
日
付
雑
訴
決
断
所
牒
が
あ
る
（「
奥
山
庄
史
料
集
」〈『
新

潟
県
文
化
財
調
査
報
告
書
』
十
、
一
九
六
五
年
〉）。

（
１３
）
「
伏
見
稲
荷
大
社
文
書
」（『
大
日
本
史
料
』
第
六
編
之
一
）。
写

真
は
中
村
直
勝
著
『
日
本
古
文
書
学
』
上
、
角
川
書
店
、
一
九
七

一
年
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
１４
）
黒
板
伸
夫
「
官
職
唐
名
の
一
考
察
―
参
議
の
唐
名
お
よ
び
儀
同

三
司
に
つ
い
て
―
」（
同
著
『
摂
関
時
代
史
論
集
』
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
〇
年
）。

（
１５
）
『
公
�
補
任
』
建
武
元
年
の
項
。

（
１６
）
近
藤
毅
大
「
紫
微
中
台
と
光
明
皇
太
后
の
「
勅
」」（『
ヒ
ス
ト

リ
ア
』
一
五
五
号
、
一
九
九
七
年
）、
吉
川
敏
子
「
紫
微
中
台
の

「
居
中
奉
勅
」
に
つ
い
て
の
考
察
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
六
八
号
、

二
〇
〇
〇
年
）、
東
野
治
之
「
東
大
寺
献
物
帳
と
紫
微
中
台
」（『
仏

教
芸
術
』
二
五
九
号
、
二
〇
〇
一
年
）、
他
。

（
１７
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
四
）。
そ
の
他
、
彼
が
大

納
言
で
あ
っ
た
時
期
の
献
物
帳
と
し
て
、
天
平
勝
宝
八
年
六
月
二

一
日
付
、
同
七
月
八
日
付
、
同
七
月
二
六
日
付
の
各
勅
が
現
存
す

る
。
彼
は
こ
こ
に
お
い
て
も
実
名
で
署
名
し
て
い
る
。

（
１８
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
四
）。

（
１９
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
）。

（
２０
）
『
公
�
補
任
』
天
平
勝
宝
九
年
の
項
。

（
２１
）
『
続
群
書
類
聚
』
第
十
一
上
に
載
る
改
元
部
類
記
を
参
照
。

（
２２
）
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
文
書
」。
署
名
の
一
部
を
以
下
に
載
せ
る
。

関
白
従
一
位
臣
藤
原
「

（
鷹
司
輔
平
）

朝
臣
」

従
一
位
行
左
大
臣
臣
藤
原
「

（
一
条
輝
良
）

朝
臣
」

従
一
位
行
右
大
臣
臣
藤
原
「

（
近
衛
経
熙
）

朝
臣
」

内
大
臣
正
二
位
臣
藤
原
「

（
大
炊
御
門
家
孝
）

朝
臣
」

正
二
位
行
権
大
納
言
臣
源
朝
臣
「
信
通
」

《
後
略
》

「
朝
臣
」
小
考

一
五
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（
２３
）
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
文
書
」。

関
白
従
一
位
臣
藤
原
「

（
鷹
司
政
通
）

朝
臣
」

従
一
位
行
左
大
臣
臣
藤
原
「

（
二
条
斉
信
）

朝
臣
」

従
一
位
行
右
大
臣
臣
藤
原
「

（
九
条
尚
忠
）

朝
臣
」

内
大
臣
正
二
位
兼
行
左
近
衛
大
将
臣
藤
原
「

（
近
衛
忠
熈
）

朝
臣
」

正
二
位
行
権
大
納
言
臣
藤
原
朝
臣
「
家
厚
」

《
後
略
》

（
２４
）
飯
倉
晴
武
「
詔
書
・
宣
命
」（『
日
本
古
文
書
学
講
座
２

古
代

編
Ⅰ
』
雄
山
閣
出
版
、
一
九
七
八
年
）。

（
２５
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
を
利
用
し
た
。

（
２６
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系

朝
野
群
載
』
巻
第
十
二
。

（
２７
）
上
島
有
「
成
刊
し
て
発
給
さ
れ
た
文
書
―
位
記
に
つ
い
て
―
」

（『
日
本
史
研
究
』
三
四
五
、
一
九
九
一
年
）。

（
２８
）
『
群
書
類
聚
』
第
七
輯
所
収
。
こ
の
『
内
局
柱
礎
抄
』
は
、
大

内
記
東
坊
城
和
長
が
明
応
五
〜
七
年
頃
に
ま
と
め
た
位
記
に
関
す

る
故
実
書
で
あ
り
、「
当
家
代
々
旧
草
」
と
「
延
喜
位
記
式
」
を
も

と
に
作
成
さ
れ
た
。
旧
草
に
永
久
五
年
（
一
一
一
七
）
の
例
が
あ

る
な
ど
、
旧
草
範
囲
は
平
安
末
期
ま
で
及
ぶ
。
位
記
の
書
式
が
平

安
〜
近
世
を
通
じ
て
一
定
し
て
い
る
の
は
、『
延
喜
式
』
で
書
式
が

具
体
的
に
例
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
東
坊
城
家
で
膨
大
な

旧
草
の
蓄
積
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
２９
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
を
利
用
し
た
。

（
３０
）
飯
倉
晴
武
「
位
記
」（
前
掲
註〈
２４
〉
概
説
書
）、
中
村
直
勝
著

『
日
本
古
文
書
学
』
上
、
角
川
書
店
、
一
九
七
一
年
。

（
３１
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
を
利
用
し
た
。

（
３２
）
九
世
紀
半
ば
以
前
に
太
政
官
牒
で
な
ぜ
実
名
が
使
用
さ
れ
て
い

る
の
か
。
そ
の
理
由
を
示
す
史
料
は
な
い
。
だ
が
、
お
お
よ
そ
次

の
よ
う
に
推
察
し
て
い
る
。
ま
ず
、
太
政
官
は
移
を
発
給
し
な
い

機
関
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
留
意
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

太
政
官
は
八
省
や
国
司
だ
け
で
な
く
、
神
祇
官
・
検
非
違
使
・
神

社
・
後
院
司
と
い
っ
た
多
様
な
官
司
・
権
門
に
対
し
て
専
ら
符
を

発
給
し
て
き
た
（
寺
院
を
除
く
）。
そ
の
理
由
は
公
式
令
の
規
定
に

あ
る
。
解
式
に
よ
れ
ば
、「
八
省
以
下
内
外
諸
司
、
上
太
政
官
及
所

管
、
並
為
解
」
と
あ
り
、「
八
省
以
下
内
外
諸
司
」
は
太
政
官
に
対

し
て
解
を
発
給
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、『
令
集

解
』
に
よ
れ
ば
、「
八
省
以
下
内
外
諸
司
」
の
中
に
は
神
祇
官
も
含

む
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し

て
す
べ
て
の
機
関
が
太
政
官
に
上
申
文
書
を
発
給
す
る
体
裁
を
と

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
符
は
解
に
対
し
て
発
給
す
る
文
書

と
し
て
養
老
公
式
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
定

と
解
釈
に
基
づ
け
ば
、
太
政
官
が
あ
ら
ゆ
る
機
関
に
専
ら
符
を
発

給
し
た
理
由
が
上
手
く
説
明
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
例
外
が
こ
の

移
式
准
用
の
牒
の
規
定
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
移
式
准
用
の
牒

が
制
定
さ
れ
た
養
老
三
年
（
七
一
九
）
年
ま
で
は
、
太
政
官
は
寺

院
に
対
し
て
も
符
を
発
給
し
て
き
た
と
推
定
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、

後
に
官
符
・
官
牒
の
一
機
能
を
担
っ
た
官
宣
旨
が
、
下
達
文
書
と

し
て
寺
院
宛
に
も
発
給
さ
れ
た
こ
と
や
、
建
武
期
に
太
政
官
牒
が

太
政
官
符
に
統
合
さ
れ
た
こ
と
な
ど
も
、
お
そ
ら
く
根
本
の
背
景

は
同
じ
と
思
わ
れ
る
。

と
も
か
く
も
、
こ
の
よ
う
に
太
政
官
は
移
に
関
す
る
知
識
・
経

験
が
極
端
に
浅
い
機
関
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
移
式
の
規
定
解

釈
を
め
ぐ
っ
て
混
乱
が
起
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

史

学

第
八
〇
巻

第
四
号

一
六
（
二
九
二
）



さ
す
が
に
令
の
規
定
に
反
す
る
問
題
で
あ
っ
た
た
め
、
九
世
紀
半

ば
頃
に
移
式
の
規
定
に
則
す
る
形
で
署
名
方
法
を
改
め
ら
れ
た
も

の
と
理
解
さ
れ
る
。

（
３３
）
甲
斐
玄
洋
「
建
武
政
権
の
太
政
官
符
発
給
―
政
権
の
理
念
と
構

想
の
一
断
面
―
」（『
学
習
院
史
学
』
四
五
、
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た

南
北
朝
期
以
降
の
太
政
官
発
給
文
書
に
つ
い
て
は
、
本
郷
恵
子

『
将
軍
権
力
の
発
見
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

（
３４
）
「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
一
」
四
号
（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け

第
一
）。

（
３５
）
「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
一
」
五
号
（『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け

第
一
）。

（
３６
）
「
高
野
山
文
書
宝
簡
集
一
」
三
九
・
四
十
号
（『
大
日
本
古
文

書
』
家
わ
け
第
一
）。

（
３７
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
を
利
用
し
た
。

（
３８
）
渡
辺
寛
「「
移
」
に
つ
い
て
―
公
式
様
文
書
の
一
考
察
―
」

（『
皇
學
館
論
叢
』
二
一
―
三
、
一
九
八
八
年
）、
拙
稿
「
平
安
期
以

降
の
移
に
関
す
る
一
考
察
―
「
衙
」
を
基
準
・
指
標
と
し
て
―
」

（『
年
報

三
田
中
世
史
研
究
』
十
五
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
３９
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
）。

（
４０
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
八
）。

（
４１
）
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』
本
を
利
用
し
た
。

（
４２
）
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
。
こ
の
移
は
末
柄
豊
氏
に
御
教
示
を
得
た
。

（
４３
）
『
山
槐
記
』
仁
安
二
年
（
一
一
六
七
）
二
月
十
四
日
条
、『
猪
熊

関
白
記
』
建
久
九
年
（
一
一
九
八
）
正
月
二
十
日
条
、『
実
冬
公

記
』
応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
四
月
八
日
条
、『
康
富
記
』
嘉
吉
三

年
（
一
四
四
三
）
四
月
二
六
日
条
。

（
４４
）
無
論
、
太
政
官
が
官
宣
旨
を
発
給
し
た
の
は
周
知
の
事
実
で
あ

る
が
、「
太
政
官
下
（
宛
所
）」
と
は
せ
ず
、
あ
く
ま
で
弁
官
が
発

給
し
た
体
裁
を
と
っ
た
意
義
は
大
き
い
。
ま
た
十
世
紀
以
降
、
下

文
の
対
文
書
で
あ
る
衙
式
牒
が
、
令
外
官
・
中
央
下
級
官
司
・
地

方
官
司
・
権
門
な
ど
に
瞬
く
間
に
普
及
し
た
が
、
太
政
官
が
最
後

ま
で
そ
れ
を
採
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。（
川
端
新
「
荘
園
制
的

文
書
体
系
の
成
立
ま
で
」〈
同
著
『
荘
園
制
成
立
史
の
研
究
』
思
文

閣
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
〉、
前
掲
註（
３８
）拙
稿
）。

（
４５
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
二
）。

（
４６
）
「
正
倉
院
文
書
」（『
大
日
本
古
文
書
』
五
）。

（
４７
）
【
史
料
五
】
と
【
史
料
十
】
の
各
『
延
喜
式
』
の
規
定
を
比
較

す
る
と
、
前
者
は
「
左
大
臣
位
朝
臣
、
右
大
臣
位
朝
臣
」
と
「
朝

臣
」
を
指
定
し
て
い
る
が
、
後
者
は
「
輔
位
姓
」
と
「
朝
臣
」
と

指
定
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
後
者
は
、
他
の
姓
で
自
署
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
、「
朝
臣
」
と
指
定
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ

う
。

（
４８
）
本
稿
は
、
歴
史
学
研
究
会
・
中
世
史
部
会
二
〇
一
〇
年
十
一
月

例
会
報
告
「
自
署
の
世
界
―
公
家
社
会
の
文
書
を
中
心
に
―
」
の

第
一
章
に
相
当
す
る
。

〔
附
記
〕
本
稿
は
平
成
二
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
な
お
、
入
稿
直
前
に
、
先
行
研
究
と
し
て
相

田
二
郎
氏
の
著
書
『
日
本
の
古
文
書
』
上
の
遺
漏
に
気
づ
い
た
。

氏
に
対
し
て
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
た
い
。

「
朝
臣
」
小
考

一
七
（
二
九
三
）


